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延
宝
五
年
磐
城
平
藩
主
「
内
藤
義
概
家
訓
」

神

崎

彰

利

は
　
じ
　
め
　
に

　
こ
の
小
稿
は
延
宝
五
年
三
月
、
磐
城
平
藩
七
万
石
三
代
藩
主
内
藤
義
概
の
直
筆

に
な
る
義
概
家
訓
（
以
下
こ
の
家
訓
を
ω
「
義
概
家
訓
」
と
い
う
）
一
巻
の
紹
介

で
あ
る
。
義
概
は
の
ち
に
義
泰
と
称
し
、
家
訓
は
「
内
藤
義
泰
家
訓
」
と
し
て
著

名
で
あ
り
、
古
く
は
明
治
四
三
年
、
黒
川
真
道
編
『
日
本
教
育
文
庫
』
家
訓
篇
に

「
内
藤
義
泰
家
訓
」
と
し
て
、
ま
た
最
近
で
は
、
平
市
教
育
委
員
会
刊
行
「
内
藤

侯
平
藩
史
料
」
（
巻
三
）
所
収
「
内
藤
侯
家
訓
」
と
、
更
に
よ
り
新
し
く
は
『
日

本
思
想
大
系
』
2
7
石
井
紫
郎
校
注
「
近
世
武
家
思
想
」
に
「
内
藤
義
泰
家
訓
」
と

し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
右
の
こ
と
か
ら
、
従
来
か
ら
義
泰
家
訓
が
近
世
の
武
士

の
思
想
を
考
え
る
う
え
に
重
要
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
当
館
で
は
磐
城
平
藩
内
藤
家
文
書
を
保
管
し
て
い
る
が
、
こ
の
中
に
前
述
の
延

宝
五
年
三
月
、
内
藤
義
概
家
訓
一
巻
が
あ
る
。
こ
れ
は
昭
和
四
〇
年
一
〇
月
に
刊

行
し
た
『
内
藤
家
文
書
目
録
』
（
明
治
大
学
図
酵
館
発
行
）
六
五
三
頁
の
”
第
三

部
二
二
別
趾
文
書
類
御
当
家
印
判
物
M
二
五
「
御
家
訓
」
延
宝
五
年
三
月

吉
　
磐
城
太
守
藤
義
概
・
内
藤
下
野
守
　
一
巻
”
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
。
前

述
の
よ
う
に
、
こ
の
ω
「
義
概
家
訓
」
は
義
概
の
直
筆
で
あ
る
。
小
稿
で
は
義
概

家
訓
の
全
体
を
紹
介
す
る
に
当
た
り
、
先
学
が
紹
介
さ
れ
た
二
種
の
「
内
藤
義
泰

家
訓
」
と
対
比
し
な
が
ら
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
最
初
に
、
現
存
す
る
家
訓
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
管
見
の
範
囲
に
よ
る
と
、
こ

れ
は
大
別
し
て
当
館
保
管
家
訓
と
、
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
家
訓
の
二
種

か
ら
な
る
。

1
当
館
保
管
家
訓
　
ω
「
義
概
家
訓
」
一
巻
　
前
記
義
概
自
筆
の
家
訓
で
あ
る
。

こ
の
巻
子
に
は
上
下
左
右
に
薄
墨
の
罫
線
が
あ
る
。
左
右
の
罫
線
は
3
㎝
の
間
隔

で
引
か
れ
、
こ
の
中
に
平
均
し
て
一
二
字
が
記
さ
れ
て
い
る
。
内
容
は
前
書
と
条

文
二
三
条
か
ら
な
り
、
最
後
に
義
概
の
署
名
と
、
そ
の
左
に
薄
青
色
で
横
二
・
七

㎝
、
竪
一
・
七
㎝
の
矩
形
の
印
鑑
が
あ
り
、
そ
の
中
に
、
右
か
ら
左
へ
か
け
「
藤

原
」
の
印
文
が
あ
る
。
こ
の
下
に
直
径
三
・
七
㎝
で
、
花
を
あ
し
ら
っ
た
黒
印
が

あ
り
、
上
か
ら
下
へ
か
け
て
義
概
の
印
文
が
み
ら
れ
る
。

⑧
文
化
四
年
「
内
藤
家
伝
」
ヒ
・
下
（
目
録
二
五
一
頁
三
一
藩
史
資
料
M
二
〇
）
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所
収
家
訓
　
本
書
は
家
臣
直
井
成
春
・
後
藤
東
翁
の
編
さ
ん
を
、
文
化
四
年
に
家

臣
神
谷
貞
長
が
転
写
し
た
も
の
で
、
奥
書
に
「
此
書
者
秘
書
ニ
シ
テ
敢
テ
不
許
他

見
直
井
成
春
秘
蔵
タ
リ
シ
オ
密
借
書
写
且
類
縁
集
群
書
等
ノ
記
禄
増
補
シ
テ
ノ
拝

書
可
」
と
あ
る
、
こ
の
家
伝
二
冊
の
う
ち
、
下
の
「
六
代
左
京
太
夫
義
泰
」
治
世

の
条
に
家
訓
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

㈹
「
義
泰
公
伝
」
（
目
録
二
五
二
頁
三
一
藩
史
資
料
M
三
八
）
所
収
家
訓
　
本
書

は
、
明
治
末
年
旧
家
臣
大
島
氏
を
中
心
に
は
じ
め
た
藩
史
編
さ
ん
に
当
た
り
、
歴

代
当
主
の
事
跡
を
記
し
た
「
藩
史
材
料
稿
本
」
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
新
し

い
編
さ
ん
物
で
は
あ
る
が
、
特
に
初
代
政
長
以
降
は
多
く
の
古
文
書
が
載
録
さ
れ
、

内
容
は
正
確
で
あ
る
。
義
泰
治
世
延
宝
五
年
三
月
の
頃
に
、
「
家
訓
二
十
三
章
ヲ

作
リ
世
子
義
英
君
二
賜
フ
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
続
い
て
家
訓
全
文
が
書
さ
れ
て
い

る
。
底
本
は
「
家
伝
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
前
記
の
文
化
四
年
家
伝
で
は

な
く
、
ま
た
当
館
の
内
藤
家
文
書
の
中
に
も
こ
れ
に
当
た
る
も
の
は
な
い
。

ω
「
御
家
訓
」
（
目
録
一
〇
七
頁
所
収
　
二
一
法
制
M
六
九
）
　
こ
れ
は
墨
付
二
六

丁
の
冊
子
で
、
一
丁
五
行
・
一
〇
字
詰
で
書
か
れ
て
い
る
。
前
記
「
義
概
家
訓
」

と
ほ
ぼ
近
い
。
書
写
年
代
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
紙
質
や
ま
た
書
体
か
ら
し
て

近
世
後
期
の
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
外
、
一
系
譜
・
家
訓
M
1
～
6
に
写
し
六
冊

が
あ
る
。

　
内
藤
家
文
書
の
中
に
み
ら
れ
る
家
訓
は
、
右
の
四
種
で
あ
る
が
、
内
容
は
ω

「
義
概
家
訓
」
㈲
「
義
泰
公
伝
」
所
収
家
訓
と
ω
「
御
家
訓
」
が
同
一
で
、
ω

「
内
藤
家
伝
」
所
収
家
訓
が
こ
れ
と
は
か
な
り
の
差
異
が
あ
る
。

2
内
閣
文
庫
所
蔵
家
訓
　
内
閣
本
に
は
二
種
が
あ
る
。

ω
戸
田
氏
栄
編
「
警
箴
叢
彙
」
所
収
の
「
内
藤
義
泰
家
訓
」
一
巻
　
戸
田
氏
栄
は

幕
府
の
勘
定
奉
行
次
席
や
浦
賀
奉
行
を
歴
任
し
『
朝
野
旧
聞
哀
藁
』
選
修
者
の
一

人
で
あ
る
。

ω
文
化
四
年
「
内
藤
家
伝
」
（
上
・
下
）
所
収
家
訓
　
こ
の
「
家
伝
」
は
、
前
記

内
藤
家
文
書
の
②
文
化
四
年
「
内
藤
家
伝
」
を
更
に
文
政
十
二
年
頃
に
転
写
し
た

も
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
管
見
の
限
り
に
お
け
る
義
概
家
訓
の
諸
本
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
ご
く
大

ま
か
に
通
覧
す
る
と
、
家
訓
の
内
容
は
、
内
藤
家
文
書
中
ω
「
義
概
家
訓
」
・
③

「
義
泰
公
伝
」
所
収
家
訓
・
ω
「
御
家
訓
」
の
系
統
と
、
も
う
一
つ
は
内
藤
家
文

書
の
ω
「
内
藤
家
伝
」
な
ら
び
に
内
閣
本
「
内
藤
家
伝
」
、
内
閣
本
「
警
箴
叢
彙
」

所
収
家
訓
の
二
系
統
に
分
け
ら
れ
、
両
者
の
間
に
は
幾
つ
か
の
相
異
が
あ
る
。
た

と
え
ば
、
作
成
年
次
に
し
て
も
、
前
者
が
延
宝
五
年
三
月
、
後
者
が
延
宝
五
年
五

月
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
の
実
例
は
後
で
詳
述
す
る
と
し
て
、
次
に
既

に
刊
行
さ
れ
て
い
る
三
種
の
家
訓
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
義
概
家
訓
は
ま
ず
明
治
四
三
年
、
黒
川
真
道
等
の
編
さ
ん
に

よ
る
『
日
本
教
育
文
庫
』
家
訓
篇
に
「
内
藤
義
泰
家
訓
」
一
巻
と
し
て
載
録
さ
れ
た
。

底
本
に
な
っ
た
の
は
、
前
記
内
閣
文
庫
所
蔵
の
戸
田
氏
栄
「
警
箴
叢
彙
」
で
あ
る
。

こ
の
家
訓
篇
に
は
多
く
の
も
の
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
「
義
泰
家

訓
」
を
は
じ
め
「
土
井
利
勝
遺
訓
」
・
コ
戸
田
氏
鉄
家
訓
」
・
「
板
倉
重
矩
遺
書
」
を

は
じ
め
一
二
家
の
家
訓
・
遺
訓
は
す
べ
て
「
警
箴
叢
彙
」
が
底
本
に
な
っ
て
い
る
。

　
右
の
『
日
本
教
育
文
庫
』
に
次
ぐ
の
が
、
昭
和
三
十
六
年
福
島
県
平
市
教
育
委

員
会
刊
行
『
内
藤
侯
平
藩
史
料
』
（
全
六
巻
）
の
巻
三
に
あ
る
「
内
藤
侯
家
訓
」
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で
あ
る
。
こ
の
史
料
集
は
、
前
述
し
た
藩
史
編
さ
ん
時
に
作
成
さ
れ
た
「
藩
史
材

料
草
稿
」
の
成
本
を
活
字
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
家
訓
は
「
義
泰
公
伝
」
の
中

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
前
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
、
あ
る
「
家
伝
」
か
ら

と
っ
て
い
る
。
現
在
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
家
訓
の
中
で
は
、
義
概
自
筆
家
訓
に
最

も
近
い
が
、
そ
れ
で
も
わ
ず
か
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
家
訓
の
終
り
の
「
磐
城

大
守
藤
義
概
」
の
署
名
の
下
に
コ
本
に
藤
ノ
下
二
原
ノ
字
ア
リ
」
と
注
が
記
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
か
ら
察
す
る
と
、
本
書
に
裁
録
さ
れ
た
系
統
の
家
訓
が
存
在

し
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
当
館
に
は
「
藩
史
材
料
」
の
草
稿
は
伝
わ
っ
て
い
る

が
そ
の
成
本
は
な
い
。

　
家
訓
の
ご
く
最
近
の
活
字
化
で
、
ま
た
研
究
上
広
く
周
知
さ
せ
た
の
は
、
既
述

し
た
昭
和
五
七
年
『
日
本
思
想
大
系
』
2
7
石
井
紫
郎
校
注
「
近
世
武
家
思
想
」
所

収
の
「
内
藤
義
泰
家
訓
」
で
あ
る
。
石
井
氏
は
、
前
記
内
閣
文
庫
本
「
内
藤
家
伝
」

所
収
の
家
訓
を
底
本
と
し
、
日
本
教
育
文
庫
の
底
本
と
な
っ
た
「
警
箴
叢
彙
」

の
家
訓
で
校
合
さ
れ
た
。

　
こ
れ
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
義
泰
家
訓
を
み
る
と
、
お
よ
そ
右
の
よ
う
に
な
る
。

前
に
現
存
す
る
諸
種
の
家
訓
が
二
系
統
に
分
か
れ
た
と
同
じ
く
、
刊
行
さ
れ
た
家

訓
も
「
内
藤
侯
平
藩
史
料
」
所
収
家
訓
と
、
「
日
本
教
育
文
庫
」
・
「
近
世
武
家
思

想
」
所
収
家
訓
と
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
明
治
三
七
年
に
『
日
本
教
育
文
庫
』

で
は
じ
め
て
刊
行
さ
れ
て
か
ら
現
在
ま
で
「
義
泰
家
訓
」
と
称
さ
れ
、
歴
史
研
究

の
史
料
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
の
は
後
者
の
家
訓
で
あ
る
。
こ
の
へ
ん
の
こ
と

を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
以
下
小
稿
で
は
義
概
自
筆
ω
「
義
概
家
訓
」
の
全
文
を

紹
介
し
た
い
。

二

　
前
に
、
義
概
家
訓
に
は
二
系
統
が
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
。
一
つ
は
、
右
の
義

概
自
筆
本
ω
「
義
概
家
訓
」
と
「
義
泰
公
伝
」
所
収
家
訓
で
あ
る
。
こ
の
両
者
を

比
較
す
る
と
、
ご
く
わ
ず
か
な
と
こ
ろ
を
除
き
、
後
者
は
自
筆
本
に
忠
実
で
あ
る
。

こ
の
底
本
が
あ
る
種
の
「
家
伝
」
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
明
治
末
年
の
藩
史
編

さ
ん
時
に
も
義
概
自
筆
本
の
閲
覧
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

も
う
一
つ
系
統
は
、
内
閣
文
庫
本
の
文
化
四
年
直
井
成
春
筆
を
後
に
神
谷
貞
長
が

伝
写
し
た
「
内
藤
家
伝
」
の
系
統
で
あ
る
。
こ
の
系
統
は
、
「
内
藤
家
伝
」
1

「
警
箴
叢
彙
」
と
続
き
、
前
者
の
「
内
藤
家
伝
」
目
石
井
紫
郎
氏
校
注
「
内
藤
義

泰
家
訓
」
（
「
日
本
思
想
大
系
」
2
7
「
近
世
武
家
思
想
」
所
収
）
、
「
警
箴
叢
彙
」
1
1

黒
川
真
道
等
編
『
日
本
教
育
文
庫
』
（
家
訓
篇
）
「
内
藤
義
泰
家
訓
」
へ
と
続
く
。

前
に
も
述
べ
た
が
、
右
の
二
書
の
う
ち
石
井
氏
校
注
「
内
藤
義
泰
家
訓
」
は
教
育

文
庫
本
を
校
合
に
用
い
て
い
る
の
で
、
現
在
義
泰
家
訓
は
石
井
氏
校
注
の
家
訓
を

代
表
例
と
し
て
差
支
え
は
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
、
義
概
自
筆
本
を
基
準
と
し
て
石

井
氏
校
合
本
を
あ
げ
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

ω
「
義
概
家
訓
」

　
　
家
訓

　
奉
対

大
君
朝
自
先
祖
聯
無
不
忠
稀
汝

　
ω
「
義
泰
家
訓
」

左
京
大
夫
義
泰
代
延
宝
五
丁
巳
年
夏
被
定

家
訓

　
奉
対
大
君
期
自
先
祖
柳
無
不
忠
稀
汝

一3一



義
英
常
思
此
意
銘
心
刻
骨
假

令
及
世
変
真
懐
別
心
而
辱
家

名
弥
可
抽
丹
忠
条
ζ

ω
一
身
ハ
父
母
之
遺
膿
孝
者
百
行

　
之
本
故
逆
親
輩
於
人
倫
遠
夷
宜

　
以
順
親
為
専
一
兄
弟
連
気
同
胞

　
宜
恭
兄
愛
弟
事

㈲
一
家
頼
加
慈
愛
可
召
仕
之
経
言
罪

　
疑
則
軽
死
罪
之
疑
者
必
止
斬

　
罪
令
追
放
自
其
軽
科
者
令
閉

　
門
或
以
詞
責
之
可
也
捻
大
小

　
臣
僕
真
實
忠
節
之
思
入
有
之

様
相
待
可
然
事

㈲
一
清
平
之
　
御
代
蔭
襲
家
之
奉

　
公
者
参
勤
之
期
及
朔
望
季
ハ
佳

　
節
之
朝
禮
耳
右
非
大
病
大
故

　
則
莫
怠
惰
不
可
及
延
引
事

義
英
常
思
此
意
銘
心
刻
骨
仮

令
及
世
変
懐
別
心
而
莫
辱
家

名
弥
可
抽
忠
誠
条
条

一
居
城
者
其
国
其
境
目
為
要
害

　
所
領
被
下
也
全
非
私
屋
室

　
然
狼
不
成
別
量
山
荘
営

　
第
一
城
郭
無
破
壊
常
々
堅
固
可
相

　
守
事

ω
一
身
ハ
父
母
之
遺
体
孝
ハ
百
行

　
之
本
也
故
逆
親
輩
ハ
於
人
倫
遠
　
宜

　
以
順
親
為
専
一
兄
弟
連
気
同
胞

　
宜
敬
兄
弟
事

㈹
一
家
来
加
慈
愛
可
召
仕
之
経
日
罰

　
疑
則
軽
死
罪
之
疑
者
必
止
斬

　
罪
令
追
放
自
夫
軽
科
者
ハ
今
閉

　
門
或
ハ
詞
責
総
大
小

　
臣
僕
真
実
忠
節
之
思
入
在
之

ω
一
入
漆
器
黒
入
丹
器
赤
人
之
善

　
悪
在
交
友
不
可
馴
近
耽
遊
楽
勧

　
酒
色
之
人
可
相
接
正
直
篤
實
之

　
人
家
臣
之
親
疎
亦
可
為
同

　
前
事

㈲
一
居
城
者
其
国
其
堺
目
為
要
害

　
所
被
領
下
也
全
非
私
之
屋
室

　
然
者
明
不
成
別
壁
山
庄
之
錺

　
城
郭
無
破
壊
常
≧
堅
固
可
相

　
守
事

⑥
一
古
賢
訓
子
枯
以
勤
謹
二
字
為

　
専
要
夙
興
夜
縢
可
働
弓
馬
学

文
且
研
新
家
政
成
儲
客
或
成

　
賓
当
計
考
従
者
之
心
極
為
長
坐

　
不
可
到
人
定
鐘
但
祝
賀
燕
會
之

　
時
可
為
人
並
接
人
之
法
可
態
勲

　
莫
被
慢
温
和
莫
放
坪
事

様
相
待
可
然
事

④
一
清
平
之
御
代
蔭
襲
奉

　
公
者
参
勤
期
及
朔
望
或
ハ
佳

節
朝
礼
年
右
非
大
病
大
故

　
則
莫
解
怠
不
可
及
延
引
事

㈲
一
入
漆
器
黒
入
丹
器
赤
人
之
善

　
悪
在
交
友
不
可
馴
近
耽
遊
楽
勧

　
酒
色
之
人
可
相
接
正
直
篤
實
之

　
人
家
臣
之
親
疎
又
可
為
同

　
前
事

⑥
一
古
賢
訓
子
枯
以
勤
謹
二
字
為

　
専
要
夙
興
夜
篠
可
励
弓
馬
学

　
文
且
新
研
家
政
儲
客
或
成

　
賓
当
計
考
従
者
之
心
極
為
長
座

　
可
到
人
定
鐘
但
祝
賀
燕
会
之

　
時
可
為
人
並
接
人
之
法
可
盤
勲

　
不
被
慢
温
和
放
培
事

4



ω
一
牝
鶏
之
展
家
之
禍
也
外
事
不

　
可
告
婦
人
莫
因
内
縁
而
賞

　
罰
諸
士
家
老
面
ζ
亦
可
心
得
此

　
旨
事

㈹
一
昔
良
臣
詞
云
木
従
縄
則
正
后

　
従
練
訓
則
聖
須
従
忠
練
敢
莫
引

　
不
好
者
之
例
取
無
道
之
喩
拒
塞

　
練
争
之
路
進
逆
耳
之
言
人
真

　
謀
主
君
之
身
錐
非
気
合
強
而

　
可
親
近
順
旨
諸
諌
管
専
志

　
己
栄
利
錐
為
気
合
強
而
可
疎

　
遠
是
自
古
治
法
第
一
事

⑧
一
恩
賞
刑
罰
兼
士
之
進
退
用
捨

　
政
之
大
膿
也
家
老
用
人
之
外
絶
而

　
不
可
關
知
若
有
非
其
職
而
妄

　
、
．
・
、
口
者
必
可
為
追
放
又
以
一
人
之

愛
憎
不
可
柾
法
事

⑩
一
郡
政
之
義
作
別
紙
ケ
条
家
老

ω
一
牝
鶏
之
農
家
禍
也
外
事
不

　
可
告
婦
人
莫
因
内
縁
而
賞

　
罰
諸
士
家
老
面
ζ
又
可
心
得
此

　
旨
事

㈹
】
昔
良
臣
詞
臼
木
従
縄
則
正
后

　
従
練
則
順
従
忠
練
敢
莫
引

　
不
好
者
之
例
取
無
道
者
之
喩
拒
塞

　
練
争
之
路
進
逆
耳
之
人
ハ
真

　
謀
主
君
之
身
盤
非
気
合
強
而

　
可
親
近
順
旨
旨
詔
訣
鰭
専
志

　
己
栄
利
錐
為
気
合
強
而
可
疎

　
遠
是
自
古
治
法
第
一
事

㈲
一
恩
賞
刑
罰
兼
士
之
進
退
用
捨

　
政
之
大
体
也
家
老
用
人
之
外
絶
而

　
不
可
聞
知
若
有
非
其
職
而
妄

　
踵
者
必
可
為
追
放
亦
以
一
人
之

愛
憎
不
可
柾
法
事

⑩
一
郡
政
之
義
作
別
紙
ケ
条
家
老

用
人
江
申
渡
之
間
其
方
不
可
漫

変
齪
若
於
有
可
改
替
右
之
役

人
寄
合
可
倉
議
凡
愈
議
不
残

心
底
錐
甚
論
課
皆
是
主
之
為
也

莫
毛
頭
挾
意
趣
不
可
立
一
人
之
了

簡
事

⑪
一
家
老
用
人
之
面
ζ
可
蚤
心
改
法
下
之

　
評
議
相
済
之
後
様
子
委
細
告
主

　
人
可
承
其
下
知
主
之
意
善
則
従

　
是
不
善
則
千
回
萬
返
可
告
正
不

　
可
憧
主
之
怒
不
助
非
道
事

⑫
一
以
文
武
之
道
能
教
家
之
子
撰
挙

　
其
才
依
他
人
之
口
入
不
可
召
置
無

　
用
之
侶
事

⑬
一
領
内
漸
≧
致
貯
米
可
救
水
旱

　
之
災
其
他
可
儲
軍
用
之
蔵
金

　
是
亦
治
国
忠
上
先
務
也
可
禁

　
無
益
之
費
事

用
人
申
渡
之
間
其
方
不
可
慢

変
乱
若
於
有
可
改
替
右
之
役

人
寄
合
倉
議
不
残

心
底
壁
甚
論
識
皆
是
主
人
之
為
也

莫
毛
頭
挾
意
趣
不
可
立
一
人
之
了

簡
事

ω
一
家
老
用
人
之
面
々
可
尽
心
政
法
下
之

　
評
議
相
済
之
後
様
子
委
細
告
主

　
人
可
承
其
下
知
主
之
意
善
則
従

　
之
千
問
万
返
可
告
正
不

　
可
懐
主
之
怒
助
非
道
事

働
一
以
文
武
之
道
能
教
家
子
撰
挙

　
其
才
依
他
人
之
口
入
不
可
召
置
無

　
用
輩
事

⑬
一
船
遊
者
非
貴
人
公
子
之
誘
引
乎

　
一
門
尊
宿
之
列
坐
乎
為
身
明

　
海
川
之
遭
遙
堅
無
用
之
事
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ω
一
江
戸
上
屋
鋪
者

東
照
宮
関
東
御
草
創
之
節
先
主

　
家
長
直
務
令
拝
領
之
地
也
其
上

故
将
軍
家
入
御
及
四
度
最
所
為
光

　
栄
也
関
東
御
繁
昌
之
間
者
必
不
可

　
移
替
事

⑮
一
船
遊
者
非
貴
介
公
子
之
誘
引
乎

　
一
門
尊
宿
之
列
座
乎
為
自
身
明

　
海
川
道
遙
堅
無
用
之
事

⑯
一
愚
昧
賎
役
之
小
人
利
口
多
言
之
懐
人

　
必
好
人
之
障
古
今
危
国
家
者
也

　
宜
遠
之
凡
居
士
之
上
者
非
知
人
萬
事

　
壊
崩
也
大
抵
孝
弟
者
本
立
故
必
忠

　
上
須
賞
美
召
使
在
家
不
順
者
雌
阿

ω
一
領
内
漸
致
貯
米
可
救
水
早

災
其
他
可
儲
軍
用
之
蔵
金

是
又
治
国
忠
上
之
先
務
也
可
禁

無
益
之
費
事

⑮
一
愚
昧
賎
役
之
小
人
利
口
多
言
之
懐
人

　
必
為
政
事
害
必
為
好
人
障
古
今
危
国

　
家
者
也

　
宜
遠
之
凡
居
士
之
上
者
非
知
人
万
事

　
壊
崩
也
大
抵
孝
弟
者
本
立
故
必
忠

　
上
須
賞
美
召
仕
在
家
不
順
者
盤
阿

　
権
勢
而
一
旦
似
善
終
必
不
忠
可
懲

戒
事

⑯
一
世
禄
七
万
余
石
嫡
々
可
相
守
莫
減

　
一
所
一
粒
某
帰
老
之
節
新
田
其

　
外
有
余
之
田
畠
不
残
可
譲
其
方
量

　
有
相
違
汝
譲
嫡
子
之
時
又
宜
如

斯
若
有
庶
子
別
得
官
仕
幸
也
否

　
権
勢
而
一
且
似
善
終
必
不
忠
須
懲

　
戒
事

ω
一
世
禄
七
萬
余
石
嫡
ヒ
可
相
守
莫
滅

　
一
所
一
粒
某
蹄
老
之
節
新
田
其
外

　
有
余
之
田
畠
不
残
可
禅
其
方
豊

　
有
相
違
汝
譲
嫡
子
之
時
亦
宜
如

　
斯
若
有
庶
子
別
得
官
仕
幸
也
否

　
乃
可
致
下
臣
萬
一
無
實
子
可
養

　
同
姓
之
子
不
可
錐
近
然
立
他
姓
事

⑱
一
国
家
以
民
人
為
至
寳
云
当
撰
進

　
善
良
而
安
民
也
井
某
家
持
傳
財

　
費
別
冊
目
録
附
與
之
条
非
而
人

　
民
勿
明
失
之
子
≧
孫
ζ
家
豚
相
続

　
之
謹
可
傳
受
総
而
人
之
珍
器
重
宝

　
莫
乞
求
之
但
薬
法
草
木
之
類
各

別
之
事

⑲
一
婚
姻
之
媒
口
論
之
扱
停
止
之
若
有

　
不
得
巳
之
義
制
外
之
事

　
乃
可
致
下
臣
万
一
無
実
子
可
養

　
同
姓
之
子
不
可
難
近
然
立
他
姓
事

αめ

一
国
家
以
民
人
為
至
宝
云
当
常
撰
進

　
善
良
而
安
民
也
井
某
家
持
伝
財

　
宝
別
冊
目
録
附
与
之
条
非
為
人
民

　
勿
明
失
之
子
々
孫
々
家
脈
相
続

　
之
証
可
伝
受
総
人
之
珍
器
重
宝

　
莫
乞
求
之
但
薬
法
草
木
之
類
者
各

別
之
事

⑱
一
婚
姻
之
媒
口
論
之
扱
停
止
之
若
有

不
得
已
之
儀
制
外
之
事

⑲
一
酒
錐
演
沿
合
歓
物
然
大
酒
放
逸

古
今
亡
家
滅
身
根
抵
也
是
以
長

酒
堅
禁
制
之
事
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⑳
一
酒
錐
浜
沿
合
歓
物
然
大
酒
放
逸

　
古
今
衰
家
滅
身
之
根
抵
也
是
以
長

酒
堅
禁
制
之
事

⑳
一
偲
偏
猿
楽
一
切
乱
舞
之
者
酒
宴

　
遊
興
之
梯
也
且
和
漢
共
為
賎

　
役
之
不
興
士
相
列
坐
則
不
可
睦

　
近
押
語
事

⑳
一
妓
女
頑
童
之
戯
士
之
有
志
者
猶

　
深
戒
之
矧
大
将
乎
堅
可
禁
止
事

㈱
一
縦
錐
為
立
身
不
義
無
禮
僧
上

　
之
働
其
方
勿
論
子
孫
迄
訓
傳
可

禁
断
事

右
二
十
二
條
敬
可
相
守
始
終

惟
一
誓
言
　
神
祇
明
鑑
莫

⑫①

一
偲
侃
猿
楽
一
切
乱
舞
之
者
ハ
酒
宴

　
遊
興
之
梯
也
且
和
漢
共
為
賎

　
役
之
不
与
士
相
列
坐
不
可
睦

近
押
語
事

⑳
一
妓
女
頑
童
之
戯
遊
水
敗
之
荒
士
之
有

　
志
者
猶

　
深
戒
之
矧
大
将
乎
堅
禁
止
事

⑫
一
縦
錐
為
立
身
不
義
無
礼
僑
上

　
之
働
其
方
ハ
勿
論
也
子
孫
迄
訓
伝
可

禁
断
事

㈱
一
江
戸
桜
田
之
宅
地
者
往
昔
従
東
照
宮

　
先
主

　
家
長
御
直
所
令
拝
領
也
至
某
住
居
既

　
四
代
也
傲
朱
陳
古
関
東
御
繁
昌
間
者

　
不
宜
移
他
所
事

　
　
右
二
十
三
条
敬
可
相
守
始
終

　
　
惟
一
誓
言
神
祇
明
鑑
莫

　
背
違
自
昔
以
不
改
父
之
改

　
與
父
之
臣
為
孝
子
是
乃
孝

　
行
忠
節
之
道
也
就
中
嗜
文

　
武
肝
要
也
莫
慢
聖
額
武

　
尊
経
書
乃
其
教
皆
家
訓
也

　
勿
為
雑
學
志
義
勇
乃
其
働
皆

　
忠
順
也
勿
為
暴
虐
家
老
用
人

　
近
習
之
者
又
右
之
旨
相
心
得
正
己

　
守
道
有
子
孫
戻
此
訓
可
委

　
身
練
争
若
於
不
然
者
貧
禄

　
媚
時
而
陥
主
不
義
也
錐
幸
免

　
然
可
為
封
某
不
忠
之
罪
人
者
也

　
　
　
　
磐
城
大
守
藤
義
概

延
實
五
年
三
月
吉
旦
　
　
團
　
㊥

内
藤
下
野
守
殿

背
違
自
昔
以
不
改
父
子
之
政

与
父
之
臣
為
孝
子
是
則
孝

行
忠
節
道
也
就
中
嗜
文

武
肝
要
也
莫
慢
聖
顯
武

尊
経
書
則
其
教
皆
家
訓
也

勿
為
雑
学
忠
義
勇
乃
其
働
皆

忠
順
也
勿
為
暴
虐
家
老
用
人

近
習
之
者
又
右
之
旨
相
心
得
正
己

守
道
有
子
孫
戻
此
訓
可
委

身
練
争
若
於
不
然
者
貧
禄

媚
時
而
陥
主
不
義
也
錐
幸
免

然
可
為
対
某
不
忠
之
罪
人
者
也

延
宝
五
丁
巳
年
五
月
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三

　
次
に
各
条
文
を
対
比
し
て
み
る
が
、
こ
こ
で
も
便
宜
上
、
従
来
の
「
義
概
家

訓
」
と
は
別
に
、
石
井
氏
校
注
本
を
ω
「
義
泰
家
訓
」
と
す
る
。
ま
た
こ
の
ω

「
義
泰
家
訓
」
の
底
本
に
な
っ
た
家
伝
所
収
の
家
訓
を
「
家
伝
」
と
略
省
し
、
以

下
各
条
文
を
と
り
あ
げ
る
。

　
ま
ず
全
体
的
な
こ
と
と
し
て
家
訓
の
名
称
で
あ
る
が
、
従
来
の
諸
本
や
刊
行
本

で
は
す
べ
て
「
義
泰
家
訓
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

家
訓
作
成
時
は
義
概
で
あ
る
か
ら
正
し
く
は
義
概
家
訓
と
す
べ
き
で
あ
る
。
義
概

が
義
泰
に
改
め
た
の
は
家
訓
制
定
七
年
後
の
貞
享
元
年
で
あ
り
、
翌
二
年
義
泰
は

六
十
七
才
で
没
し
て
い
る
。
ま
た
作
成
年
次
を
み
る
と
、
ω
「
義
概
家
訓
」
は

「
延
宝
五
年
三
月
吉
日
」
、
ω
「
義
泰
家
訓
」
は
「
延
宝
五
年
丁
巳
年
五
月
」
と
あ

る
。
更
に
全
条
文
数
も
両
者
と
も
二
二
か
条
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
各
条
数
に
は

か
な
り
の
変
動
が
あ
る
。
こ
の
点
を
み
や
す
く
す
る
た
め
、
ω
「
義
概
家
訓
」
の

個
条
を
基
に
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

「
義
概
家
訓
」
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
盟
2
3

「
義
泰
家
訓
」
2
3
4
5
1
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
4
2
3
1
3
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2

す
な
わ
ち
ω
「
義
概
家
訓
」
に
対
し
て
、
ω
「
義
泰
家
訓
」
第
一
条
・
第
二
三
条

が
大
き
く
移
動
し
て
い
る
た
め
、
条
数
が
一
致
す
る
の
は
第
六
条
～
第
｝
二
条
ま

で
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
制
定
年
次
か
ら
条
数
に
相
異
が
あ
る
が
、
内

容
に
つ
い
て
も
ま
た
同
様
な
こ
と
が
み
ら
れ
る
。
以
下
相
異
す
る
所
に
・
を
付
し

た
が
、
ま
ず
前
書
か
ら
み
て
み
よ
う
。

ω
「
義
概
家
訓
」

　
　
家
訓

　
奉
対

大
君
朝
自
先
祖
柳
無
不
忠
稀
汝

　
義
英
常
思
此
意
銘
心
刻
骨
假

　
令
及
世
変
莫
懐
別
心
而
辱
家

　
名
弥
可
抽
丹
忠
条
ζ

　
　
ま
ず
第
一
の
差
異
は
、
ω

　
は
「
奉
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
奉
対
」

　
　
　
…
稀
汝
」
ま
で
を
続
け
て
い
る
。

す
な
わ
ち
将
軍
家
の
治
世
に
続
く
か
ら
、

な
い
。
こ
の
点
よ
り
も
更
に
重
要
な
こ
と
と
し
て
、

期
L
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
以
下
の
読
み
に
大
き
な
、

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
奉
レ
対
二
大
君
朝
一
」

ω
「
朝
」
が
ω
「
期
」
と
な
る
と
「
奉
レ
対
二
大
君
一
期
下
自
一
一
先
祖
一
聯
無
中
不
忠
上
」

と
な
る
。
「
家
伝
」
で
も
「
朝
」
と
す
る
が
、
「
警
箴
叢
彙
」
か
ら
教
育
文
庫
本
そ

し
て
石
井
氏
校
注
本
の
順
に
よ
っ
て
こ
れ
が
「
期
」
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
こ

の
外
に
前
書
の
ω
「
假
令
及
世
変
莫
懐
別
心
而
辱
家
名
」
が
、
⑧
で
は
「
別
心
而

莫
」
と
あ
り
、
読
み
で
も
、
ω
「
假
令
及
三
世
変
一
、
莫
下
懐
二
別
心
一
而
辱
中
家
名
上
」

が
、
⑧
「
仮
令
及
二
世
変
二
、
懐
二
別
心
一
而
莫
レ
辱
二
家
名
二
、
ま
た
ω
「
弥
可
抽
丹

忠
条
ζ
」
を
ω
「
弥
可
抽
忠
誠
条
条
」
と
し
て
い
る
。

　
次
に
第
一
条
に
な
る
が
、
ω
「
義
概
家
訓
」
と
ω
「
義
泰
家
訓
」
の
条
文
で
は

不
一
致
の
と
こ
ろ
が
多
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
た
め
こ
こ
で

ω
「
義
泰
家
訓
」

左
京
大
夫
義
泰
代
延
宝
五
丁
巳
年
夏
被
定

　
　
家
訓

　
奉
対
大
君
期
自
先
祖
柳
無
不
忠
悌
汝

　
義
英
常
思
此
意
銘
心
刻
骨
仮

令
及
世
変
懐
別
心
而
莫
辱
家

　
名
弥
可
抽
忠
誠
条
条

が
一
行
に
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
ω

　
こ
れ
は
、
次
の
文
言
が
ω
「
大
君
朝
」

　
ω
「
奉
対
…
悌
汝
」
と
続
い
て
は
い
け

　
　
　
　
　
ω
「
大
君
朝
」
が
⑧
「
大
君

　
　
　
　
　
そ
し
て
重
要
な
違
い
を
将
来

　
　
　
と
一
節
を
区
切
る
べ
き
と
こ
ろ
、
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は
、
ω
「
義
概
家
訓
」
の
条
数
に
⑧
「
義
泰
家
訓
」
の
条
文
を
合
せ
、
特
に
大
き

　
な
違
い
の
字
句
や
読
み
を
除
き
、
そ
の
他
は
単
に
対
比
す
る
に
止
め
て
お
き
た
い
。

　
な
お
、
一
打
ち
の
右
に
附
し
た
算
用
数
字
は
両
者
の
条
数
で
あ
る
。
ま
た
、
ω
・

　
ω
の
違
い
を
み
や
す
く
す
る
た
め
、
条
文
の
次
は
そ
の
事
例
を
あ
げ
て
お
く
。

第
一
条

ω
一
身
ハ
父
母
之
遺
膿
孝
者
百
行

　
之
本
故
逆
親
輩
於
人
倫
遠
夷
宜

　
以
順
親
為
専
一
兄
弟
連
気
同
胞

　
宜
恭
兄
愛
弟
事

　
　
　
＊
百
行
之
本
故

　
　
　
＊
宜
恭
兄

第
二
条

ω
一
家
頼
加
慈
愛
可
召
仕
之
経
言

　
罪
疑
則
軽
死
罪
之
疑
者
必
止
斬

　
罪
令
追
放
自
其
軽
科
者
令
閉

　
門
或
以
詞
責
之
可
也
捻
而
大
小

　
臣
僕
真
實
忠
節
之
思
入
有
之

　
様
相
待
可
然
事

　
　
　
＊
家
頼

　
　
　
＊
経
言

ω
一
身
ハ
父
母
之
遺
体
孝
ハ
百
行

　
之
本
也
故
逆
親
輩
ハ
於
人
倫
遠
　
宜

　
以
順
親
為
専
一
兄
弟
連
気
同
胞

宜
敬
兄
愛
弟
事

　
　
　
＊
百
行
之
本
也
故

　
　
　
＊
宜
敬
兄

㈲
一
家
来
加
慈
愛
可
召
仕
之
経
日
罰

　
疑
則
軽
死
罪
之
疑
者
必
止
斬

　
罪
令
追
放
自
夫
軽
科
者
ハ
令
閉

　
門
或
ハ
詞
責
甜
総
大
小

　
臣
僕
真
実
忠
節
之
思
入
在
之

　
様
相
待
可
然
事

　
　
　
＊
家
来

　
　
　
＊
経
日

　
　
　
＊
自
其
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
自
夫

　
　
　
＊
或
以
詞
責
之
可
捻
而
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
或
ハ
詞
責
総

　
こ
こ
で
の
大
き
な
違
い
は
最
後
の
文
章
で
、
ω
に
対
し
、
ω
で
は
単
に

　
責
総
」
で
終
っ
て
お
り
、
こ
れ
で
は
義
概
の
い
う
意
は
通
ら
な
い
。

第
三
条

㈹
一
清
平
之
　
御
代
蔭
襲
家
之
奉

　
公
者
参
勤
之
期
及
朔
望
季
八
佳

　
節
之
朝
禮
耳
右
非
大
病
大
故

　
則
莫
怠
惰
不
可
及
延
引
事

　
　
前
述
し
た
前
書
の
「
奉
対
」

　
の
第
三
条
ω
「
清
平
之
　
御
代
」

　
け
て
い
る
。

「
或
ハ
詞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
「
大
君
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
一
字
欠
字
に
し
い
る
が
、

　
　
　
　
　
幕
府
治
下
平
和
の
治
世
の
意
で
あ
る
か
ら
欠
字
に
す
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
の
外
大
き
な
差
異
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

＊
蔭
襲
家
之
奉
公
者
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
蔭
襲
奉
公

＊
参
勤
之
期
及
朔
望
季
八
佳
節
之
朝
礼
耳
　
＊
参
勤
期
及
朔
望
或
ハ
佳
節
朝
礼
年

＊
怠
階
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
解
惰

　
右
の
う
ち
ω
「
蔭
襲
家
之
奉
公
者
」
が
、
ω
で
は
「
家
之
」
が
欠
除
し
て
い
る
。

　
ω
「
蔭
襲
奉
公
」
で
は
封
建
社
会
に
お
け
る
家
の
意
識
が
稀
薄
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
ω
「
朔
望
季
八
佳
節
」
は
、
朔
1
1
一
日
、
望
1
1
十
五
日
、
季
八
1
1
二
十
八
日
、

　
佳
節
1
1
五
節
句
で
あ
る
の
に
、
ω
で
は
”
一
日
、
十
五
日
、
或
ハ
五
節
句
4
と
な

　
る
。
ω
「
季
八
」
が
ω
「
或
ハ
」
と
大
き
く
違
っ
て
い
る
。
ま
た
ω
「
朝
禮
耳
」

ω
一
清
平
之
御
代
蔭
襲
奉

　
公
者
参
勤
期
及
朔
望
或
ハ
佳

　
節
朝
礼
年
右
非
大
病
大
故

　
則
莫
解
怠
不
可
及
延
引
事

　
　
が
改
行
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
②
で
は
こ
れ
を
続
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1
1
”
朝
礼
の
み
〃
が
、
㈲
「
朝
礼
年
」
“
”
朝
礼
の
年
”
と
の
相
異
が
あ
る
。
最

　
後
の
「
則
莫
怠
惰
」
1
1
”
則
ち
怠
惰
す
る
こ
と
莫
れ
”
が
、
②
「
則
莫
解
怠
」
1
1

　
”
則
ち
解
怠
す
る
こ
と
莫
く
”
と
な
っ
て
い
る
。

第
四
条

ω
一
入
漆
器
黒
入
丹
器
赤
人
之
善

　
悪
在
交
友
不
可
馴
近
耽
遊
楽
勧

　
酒
色
之
人
可
相
接
正
直
篤
實
之

　
人
家
臣
之
親
疎
可
為
同

　
前
事

　
こ
の
条
文
は
こ
れ
ま
で
の
諸
条
と
異
な
り
、

第
五
条

㈲
一
居
城
者
其
国
其
堺
目
為
要
害

　
所
被
預
下
也
全
非
私
之
屋
室

　
然
者
明
不
成
別
塁
山
庄
之
筋

　
城
郭
無
破
壊
常
ζ
堅
固
可
相

　
守
事

　
　
前
述
の
よ
う
に
、
ω

㈲
一
入
漆
器
黒
入
丹
器
赤
人
之
善

　
悪
在
交
友
不
可
馴
近
耽
遊
楽
勧

　
酒
色
之
人
可
相
接
正
直
篤
実
之

　
人
家
臣
之
親
疎
又
可
為
同

　
前
事

　
ω
・
②
共
全
く
変
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
義
概
家
訓
」
第
五
条
が
、

条
に
く
る
と
い
う
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

＊
堺

＊
然
者
明

ω
一
居
城
者
其
国
其
境
目
為
要
害

　
所
預
被
下
也
全
非
私
屋
室

　
然
狼
不
成
別
壁
山
荘
営

　
第
一
城
郭
無
破
壊
常
々
堅
固
可
相

　
守
事

　
　
　
　
ω
「
義
泰
家
訓
」
で
は
第
一

文
章
と
字
句
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
＊
境

　
＊
然
狼

＊
山
庄
之
飾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
山
荘
営

＊
城
郭
無
破
壊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
第
一
城
郭
無
破
壊

　
　
本
条
の
ω
「
其
堺
目
」
に
対
し
、
ω
で
は
「
境
目
」
、
ま
た
教
育
文
庫
本
で
は

　
「
境
目
及
」
と
し
て
い
る
。
最
も
大
き
な
違
い
は
こ
の
後
の
文
章
で
、
ω
「
山
庄

　
之
飾
」
を
②
「
山
荘
営
」
に
し
て
は
意
が
違
っ
て
く
る
し
、
ま
た
ω
「
城
郭
」
へ

　
⑧
「
第
一
城
郭
」
と
第
一
が
附
さ
れ
て
文
意
が
強
張
さ
れ
て
い
る
。
読
み
と
し
て

　
は
、
②
「
居
城
者
其
国
其
境
、
目
為
二
要
害
一
所
預
被
p
下
也
」
と
あ
る
が
、
こ
れ

　
は
「
居
城
者
、
其
国
其
堺
目
為
二
要
害
一
被
二
預
下
一
也
」
と
な
る
。
こ
の
第
六
条
は
、

　
所
領
は
私
の
も
の
で
な
く
、
将
軍
か
ら
預
っ
た
も
の
、
と
い
う
大
名
の
所
領
観
念

　
を
述
べ
た
著
名
な
条
文
の
一
つ
で
あ
る
。
教
育
文
庫
本
で
は
「
其
国
其
境
目
及
要

　
害
所
領
被
レ
下
也
」
と
あ
る
。

第
六
条

　
　
前
述
の
よ
う
に
、
第
六
条
～
第
一
二
条
ま
で
は
ω
・
②
共
条
数
は
一
致
し
て
い

　
る
。
第
六
条
は
次
の
よ
う
で
あ
る
が
、
内
容
は
大
き
く
違
う
と
こ
ろ
は
な
い
。

ω

一
古
賢
訓
子
情
以
勤
謹
二
字
為

　
専
要
夙
興
夜
篠
可
働
弓
馬
学

　
文
且
研
新
家
政
或
儲
客
或
成

　
賓
当
計
考
従
者
之
心
極
為
長
坐

　
不
可
到
人
定
鐘
但
祝
賀
燕
會
之

　
時
可
為
人
並
接
人
之
法
可
盤
勲

　
莫
被
慢
温
和
莫
放
将
事

ω

一
古
賢
訓
子
枯
以
勤
謹
二
字
為

専
要
夙
興
夜
疾
可
励
弓
馬
学

　
文
且
新
研
家
政
或
儲
客
或
成

　
賓
当
計
考
従
者
之
心
極
為
長
座

　
可
到
人
定
鐘
但
祝
賀
燕
会
之

　
時
可
為
人
並
接
人
之
法
可
懇
勲

　
不
被
慢
温
和
放
解
事
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＊
研
新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
新
研

＊
不
可
到
人
定
鐘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
可
到
人
定
鐘

＊
可
磐
勲
莫
被
慢
温
和
莫
放
坪
事
　
　
　
　
＊
可
慰
勲
不
被
慢
温
和
放

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
将
事

　
　
右
の
違
い
は
、
ω
「
可
下
励
二
弓
馬
学
文
↓
且
研
中
新
家
政
上
」
1
1
⑧
「
可
レ
励
二
弓

　
馬
学
文
↓
且
新
研
・
一
家
政
こ
、
ω
「
可
下
態
勲
莫
被
レ
慢
、
温
和
莫
中
放
坪
上
事
」
1
1
㈲

　
「
可
二
懇
勲
一
、
不
レ
被
レ
慢
一
一
温
和
放
将
一
事
」
と
の
差
異
に
な
る
。

第
七
条

σ

一
牝
鶏
農
家
之
禍
也
外
事
不

　
可
告
婦
人
莫
因
内
縁
而
賞

罰
諸
士
家
老
面
ζ
又
心
得
此

旨
事

㈹
一
牝
鶏
之
農
家
禍
也
外
事
不

可
告
婦
人
莫
因
内
縁
而
賞

罰
諸
士
家
老
面
ζ
又
可
心
得
此

旨
事

　
　
こ
の
第
七
条
に
関
し
て
は
全
く
差
異
が
な
い
。

第
八
条

⑧
一
昔
良
臣
詞
云
木
従
縄
則
正
后

　
従
練
則
聖
須
従
忠
練
敢
莫
引

　
不
好
者
之
例
取
無
道
之
喩
拒
塞

　
練
争
之
路
進
逆
耳
之
言
人
真

　
謀
主
君
之
身
錐
非
気
合
強
而

　
可
親
近
順
旨
譜
諌
憐
専
志

㈹
一
昔
良
臣
詞
日
木
従
縄
則
正
后

　
従
練
則
従
忠
練
敢
莫
引

　
不
好
者
之
例
取
無
道
者
之
喩
拒
塞

　
練
争
之
路
進
逆
耳
之
人
ハ
真

　
謀
主
君
之
身
錐
非
気
合
強
而

　
可
親
近
順
旨
譜
談
憐
専
志

　
己
栄
利
錐
為
気
合
強
而
可
疎
　
　
　
　
　
　
己
栄
利
錐
為
気
合
強
而
可
疎

　
遠
是
自
古
治
法
第
一
事
　
　
　
　
　
　
　
　
遠
是
自
古
治
法
第
一
事

　
　
第
八
条
も
、
ω
「
詞
云
」
・
⑧
「
詞
日
」
、
ω
「
耳
之
言
人
」
・
ω
「
耳
之
人
ハ
」

　
の
二
か
所
で
あ
る
が
、
後
者
の
場
合
は
前
文
か
ら
続
い
て
ω
「
進
二
逆
レ
耳
之
亘

　
人
」
1
1
ω
「
進
一
一
逆
レ
耳
之
人
一
ハ
」
と
変
っ
て
く
る
。

第
九
条

⑭
一
恩
賞
刑
罰
兼
士
之
進
退
用
捨

　
政
之
大
髄
也
家
老
用
人
之
外
絶
而

　
不
可
關
知
若
有
非
其
職
而
妄

　
言
者
必
可
為
追
放
又
以
一
人
之

愛
憎
不
可
柾
法
事

　
　
　
＊
不
可
關
知

　
　
　
＊
追
方
亦

　
　
第
九
条
は
右
の
二
点
で
あ
る
が
、

　
る
。
次
の
亦
・
又
は
、

第
十
条

（1）

⑧
一
恩
賞
刑
罰
兼
士
之
進
退
用
捨

　
政
之
大
体
也
家
老
用
人
之
外
絶
而

　
不
可
聞
知
若
有
非
其
職
而
妄

　
言
者
必
可
為
追
放
亦
一
人
之

　
愛
憎
不
可
柾
法
事

　
　
　
＊
不
可
聞
知

　
　
　
＊
追
方
又

”
關
か
り
知
る
”
が
ω
”
聞
知
す
”
と
な

ω
で
は
殆
ん
ど
亦
を
用
い
て
い
る
。

Go

一
郡
政
之
義
作
別
紙
ケ
条
家
老

　
用
人
江
申
渡
之
問
其
方
不
可
漫

　
変
乱
若
於
有
可
改
替
右
之
役

　
人
寄
合
可
愈
議
凡
倉
議
不
残

⑩
一
郡
政
之
義
作
別
紙
ケ
条
家
老

　
用
人
申
渡
之
間
其
方
不
可
慢

　
変
乱
若
於
有
可
改
替
右
之
役

　
人
寄
合
愈
議
不
残
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心
底
錐
甚
論
謬
皆
是
主
之
為
也

　
莫
毛
頭
挾
意
趣
不
可
立
一
人
之
了

簡
事

　
　
　
＊
用
人
江
申
渡

　
　
　
＊
人
寄
合
可
倉
議
凡
倉
議
不
残

　
　
右
の
よ
う
に
、

　
は
全
く
欠
除
し
て
い
る
。

　
議
不
レ
残
二
心
底
こ
と
な
る
を
、
⑧

　
と
な
り
、

第
十
一
条

oo

一
家
老
用
人
之
面
ζ
可
壼
心
政
法
下
之

　
評
議
相
済
之
後
様
子
委
細
告
主

　
人
可
承
其
下
知
主
之
意
善
則
従

　
是
不
善
則
千
圓
萬
返
可
告
正
不

　
可
憧
主
之
怒
不
助
非
道
事

　
　
　
＊
是
不
善
則
千
圓
万
返

　
　
　
＊
怒
不
助

　
　
本
条
で
は
ω
「
是
不
善
則
」

　
の
た
め
義
概
が
、

　
「
主
之
意
善
則
従
レ
之
、
千
問
万
返
」

　
く
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
第
十
条
で
は
後
者
の
違
い
が
大
ぎ
く
、

　
　
　
　
　
　
し
た
が
っ
て
、
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
右
之
役
人
寄
合
可
一
一
愈
議
一
、

義
概
の
い
う
と
こ
ろ
が
大
き
く
変
っ
て
い
る
。

心
底
錐
甚
論
謬
皆
是
主
人
之
為
也

莫
毛
頭
挾
意
趣
不
可
立
一
人
之
了

簡
事

　
　
＊
用
人
申
渡

　
　
＊
人
寄
合
倉
議
不
残

　
　
　
　
　
ω
「
凡
倉
議
」
が
⑧
で

「
右
之
役
人
寄
合
可
一
一
愈
議
一
、
凡
愈

　
　
　
　
　
　
　
　
不
残
二
心
底
二

　
　
　
　
　
の
う
ち
、

「
主
之
意
善
則
従
レ
是
、

　
　
　
　
　
　
　
と
な
り
、

な
お
千
問
が
教
育
文
庫
本
で
は
千
間
に
な
っ
て
い
る
。

ω
一
家
老
用
人
之
面
々
可
尽
心
政
法
下
之

　
評
議
相
済
之
後
様
子
委
細
告
主

　
人
可
承
其
下
知
主
之
意
善
則
従

　
之
千
問
万
返
可
告
正
不

　
可
憧
主
之
怒
助
非
道
事

　
　
　
＊
之
千
問
万
返

　
　
　
＊
怒
助

不
善
則
が
ω
で
は
欠
除
し
て
い
る
。
そ

不
レ
善
則
千
圓
万
返
」
と
い
う
を
、
⑧

　
　
何
を
千
問
万
返
す
る
か
主
意
が
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
の
ω

　
「
怒
不
助
」
・
②
「
怒
助
」
は
、
ω
「
不
レ
可
下
憧
一
一
主
之
怒
一
不
上
助
二
非
道
一
事
」

　
ω
「
不
レ
可
下
惇
二
主
之
怒
一
助
申
非
道
上
事
」
と
な
る
。

第
十
二
条

⑫
一
以
文
武
之
道
能
教
家
之
子
撰
挙

　
其
才
依
他
人
之
口
入
不
可
召
概
無

　
用
之
侶
事

　
　
　
＊
無
用
之
侶
事

第
十
三
条

⑫
一
以
文
武
之
道
能
教
家
子
撰
挙

其
才
依
他
人
之
口
入
不
可
召
置
無

用
輩
事

　
　
　
＊
無
用
輩
事

1
1

　
第
七
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
の
条
文
は
一
致
し
て
い
た
が
、
第
十
三
条
以
後
は

ω
「
義
概
家
訓
」
と
②
「
義
泰
家
訓
」
と
で
は
再
度
不
一
致
と
な
る
。
ω
第
十
三

条
は
、
⑧
第
十
四
条
と
な
る
が
、
内
容
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

⑬
一
領
内
漸
ζ
致
貯
米
可
救
水
皐

　
之
災
其
他
可
儲
軍
用
之
蔵
金

　
是
亦
治
国
忠
上
先
務
也
可
禁

　
無
益
之
費
事

　
　
　
＊
漸
ζ

　
　
　
＊
水
早
之
災

　
　
内
容
の
相
異
は
右
の
二
点
で
あ
る
。

第
十
四
条

αの

αの

一
領
内
漸
致
貯
米
可
救
水
早

　
災
其
他
可
儲
軍
用
之
蔵
金

　
是
又
治
国
忠
上
之
先
務
也
可
禁

無
益
之
費
事

　
　
　
＊
漸

　
　
　
＊
水
早
災

㈱
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一
江
戸
上
屋
鋪
者

東
照
宮
関
東
御
草
創
之
節
先
主

　
家
長
直
務
令
拝
領
之
地
也
其
上

故
将
軍
家
入
御
及
四
度
最
所
為
光

　
栄
也
関
東
御
繁
昌
之
間
者
必
不
可

　
移
替
事

　
　
ω
第
十
四
条
が
、

　
そ
し
て
ま
た
、

一
江
戸
桜
田
之
宅
地
者
往
昔
従
東
照
宮

先
主

家
長
御
直
所
令
拝
領
也
至
某
住
居
既

四
代
也
微
朱
陳
古
関
東
御
繁
昌
間
者

不
宜
移
他
所
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
で
は
最
終
の
第
二
十
三
条
に
と
大
き
く
入
れ
変
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
内
容
も
こ
れ
迄
の
諸
条
に
比
べ
て
著
し
く
相
異
し
て
い
る
。
た
と

　
え
ば
ω
東
照
宮
と
故
将
軍
家
で
改
行
さ
れ
て
い
る
の
が
、
「
家
伝
」
で
は
東
照
宮

　
を
改
行
は
し
た
も
の
の
故
将
軍
家
が
欠
除
し
、
教
育
文
庫
本
以
降
右
の
改
行
は
処

　
理
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
外
一
行
目
の
ω
「
江
戸
上
屋
鋪
」
1
1
②
「
江
戸
桜
田
之

　
宅
地
」
と
改
変
し
て
い
る
こ
と
を
始
め
と
し
て
、
そ
の
他
で
も
ω
の
義
概
の
表
現

　
が
の
で
は
全
く
別
人
の
も
の
の
如
く
に
改
ま
っ
て
い
る
。
⑧
の
底
本
と
な
っ
た

　
「
家
伝
」
が
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
し
た
の
か
理
解
に
苦
し
む
。

第
十
五
条

9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

q

一
船
遊
者
非
貴
介
公
子
之
誘
引
乎

　
一
門
尊
宿
之
列
座
乎
為
自
身
明

　
海
川
道
遙
堅
無
用
之
事

　
　
本
条
で
は
ω
「
貴
介
」
・
ω
「
貴
人
」
、

第
十
六
条

⑯

q3

一
船
遊
者
非
貴
人
公
子
之
誘
引
乎

　
一
門
尊
宿
之
列
坐
為
身
明

　
海
川
之
適
遙
堅
無
用
之
事

ω
「
列
坐
」
・
②
「
列
座
」
の
違
い
が
あ
る
。

a5）

一
愚
昧
賎
役
之
小
人
利
口
多
言
之
接
人

必
好
人
之
障
古
今
危
国
家
者
也

宜
遠
之
凡
居
士
之
上
者
非
知
人
萬
事

壊
崩
也
大
抵
孝
弟
者
本
立
故
必
忠

上
須
賞
美
召
使
在
家
不
順
者
錐
阿

権
勢
而
一
且
似
善
終
必
不
忠
須
懲

戒
事

　
　
＊
必
好
人
之
障

　
　
＊
召
使

　
　
＊
必
不
忠
須
懲
戒
事

　
大
き
な
違
い
と
し
て
は
、

れ
て
い
る
。

　
以
下
の
諸
条
で
は
、
第
十
七
条
ω

ω
「
脈
」
、
第
二
十
条
ω
「
喪
」
・
ω

②
に
は
ω
に
な
い

一
愚
昧
賎
役
之
小
人
利
口
多
言
之
俵
人

必
為
政
事
害
必
為
好
人
障
古
今
危
国

家
者
也

宜
遠
之
凡
居
士
之
上
者
非
知
人
万
事

壊
崩
也
大
抵
孝
弟
者
本
立
故
必
忠

上
須
賞
美
召
仕
在
家
不
順
者
錐
阿

権
勢
而
一
旦
似
善
終
必
不
忠
可
懲

戒
事

　
　
＊
必
為
政
事
害
必
為
好
人
障

　
　
＊
召
仕

　
　
＊
必
不
忠
可
懲
戒
事

　
　
「
必
為
政
事
害
必
為
」
が
加
へ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
禅
」
・
ω
「
譲
」
、
第
十
八
条
ω
「
永
月
」
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
亡
」
の
差
が
あ
る
。
第
二
十
二
条
で
は
ω

「
妓
女
頑
童
之
戯
士
之
有
志
者
」
・
ω
「
妓
女
頑
童
之
戯
遊
水
敗
之
荒
士
之
有
志
者
」

と
、
「
水
敗
之
荒
士
之
有
志
者
」
が
付
さ
れ
て
い
る
、
最
後
の
第
二
十
三
条
で

は
、
ω
「
其
方
勿
論
子
孫
迄
」
が
、
ω
「
其
方
ハ
勿
論
也
、
子
孫
迄
」
と
「
也
」

が
加
へ
ら
れ
こ
こ
で
文
章
を
切
っ
て
い
る
。

　
家
訓
は
以
上
の
二
十
三
条
で
終
る
が
最
後
に
奥
書
を
あ
げ
て
お
く
。

右
二
十
二
条
敬
可
相
守
始
終

右
二
十
三
条
敬
可
相
守
始
終
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惟
一
誓
言
　
神
祇
明
鑑
莫

　
背
違
自
昔
以
不
改
父
之
改

　
興
父
之
臣
為
孝
子
是
乃
孝

行
忠
節
之
道
也
就
中
嗜
文

武
肝
要
也
莫
慢
聖
顯
武

　
尊
経
書
乃
其
教
皆
家
訓
也

勿
為
雑
学
志
義
勇
乃
其
働
皆

忠
順
也
勿
為
暴
虐
家
老
用
人

近
習
之
者
又
右
之
旨
相
心
得
正
己

守
道
有
子
孫
戻
此
訓
可
委

身
練
争
若
於
不
然
者
貧
禄

媚
時
而
陥
主
不
義
也
錐
辛
免

然
可
為
封
某
不
忠
之
罪
人
者
也

　
　
　
　
磐
城
大
守
藤
義
概

　
延
費
五
年
三
月
吉
旦
　
　
圃
　
㊥

　
　
　
　
　
内
藤
下
野
守
殿

＊
右
二
十
二
条

＊
孝
子
是
乃
孝
行

＊
尊
経
書
乃
其
教

惟
【
誓
言
神
祇
明
鑑
莫

背
違
自
昔
以
不
改
父
子
之
政

与
父
之
臣
為
孝
子
是
則
孝

行
忠
節
道
也
就
中
嗜
文

武
肝
要
也
莫
慢
聖
顯
武

尊
経
書
則
其
教
皆
家
訓
也

勿
為
雑
学
忠
義
勇
乃
其
働
皆

忠
順
也
勿
為
暴
虐
家
老
用
人

近
習
之
者
又
右
之
旨
相
心
得
正
己

守
道
有
子
孫
戻
此
訓
可
委

身
練
争
若
於
不
然
者
貧
禄

媚
時
而
陥
主
不
義
也
錐
辛
免

然
可
為
対
某
不
忠
之
罪
人
者
也

延
宝
五
丁
巳
年
五
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
右
二
十
三
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
孝
子
是
則
孝
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
尊
経
書
則
其
教

　
ω
・
ω
の
違
は
右
の
よ
う
で
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
義
概
は
条
数
を
二
十

二
条
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
今
ま
で
み
て
き
た
条
文
で
わ
か
る
よ
う
に
、
明
ら
か

に
義
概
の
誤
り
で
あ
る
。
こ
の
外
教
育
文
庫
本
で
は
、
ω
「
忠
義
勇
其
働
皆
忠
順

也
」
を
「
緻
錐
」
、
ω
「
其
二
率
免
己
を
「
免
二
率
免
こ
と
し
て
い
る
。
奥
書
の

最
後
に
に
は
義
概
署
名
と
二
つ
の
印
、
年
次
と
「
内
藤
下
野
守
殿
」
と
あ
る
が
、

ω
と
教
育
文
庫
文
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
年
次
が
ω
「
延
寳
五
年
三
月
吉
旦
」
が

「
延
宝
五
丁
巳
年
五
月
」
と
な
り
、
義
概
署
名
と
二
つ
の
印
が
欠
落
し
て
い
る
。

　
以
上
、
ω
「
義
概
家
訓
」
と
②
「
義
泰
家
訓
」
の
遂
条
対
比
を
し
て
き
た
が
、
結

果
と
し
て
、
従
来
刊
行
さ
れ
て
き
た
②
「
義
泰
家
訓
」
を
無
批
判
に
利
用
す
る
の

は
必
ず
し
も
正
確
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
そ
こ
で
問
題
は
、

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
相
異
が
ど
う
し
て
将
来
し
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
は
前
に
家
訓
の
系
統
を
み
た
と
き
に
既
に
指
適
し
た
が
、
渕
源
は
こ
れ
迄

の
二
種
の
刊
行
本
が
直
井
成
春
秘
蔵
と
さ
れ
た
「
家
伝
」
に
よ
っ
た
と
こ
ろ
に
あ

る
。
直
井
氏
は
内
藤
家
の
家
臣
で
あ
る
が
、
こ
の
「
家
伝
」
は
内
藤
家
文
書
の
中

に
現
存
す
る
多
く
の
家
伝
類
と
比
較
し
て
特
に
す
ぐ
れ
た
り
、
ま
た
特
徴
的
な
と

こ
ろ
も
見
当
た
ら
な
い
。
た
だ
他
の
家
伝
類
と
異
る
の
は
、
家
訓
が
こ
こ
に
収
録

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
近
世
の
内
藤
家
文
書
群
の
中
で
、
家
伝
に
家

訓
が
記
録
さ
れ
た
の
は
こ
れ
以
外
に
な
い
。
義
概
自
筆
に
な
る
ω
「
義
概
家
訓
」

を
実
際
に
見
る
こ
と
な
ど
は
、
当
時
の
社
会
に
お
い
て
は
当
抵
考
え
ら
れ
る
こ
と

で
は
な
い
し
、
明
治
末
年
藩
史
編
さ
ん
事
業
の
時
も
現
実
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
あ
る
時
期
ま
で
は
「
家
伝
」
所
収
の
家
訓
が
唯
一
の
底
本
に
な
っ

た
の
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
最
後
に
問
題
と
な
る
の
は
、
「
家

伝
」
の
筆
者
直
井
成
春
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
ら
家
訓
を
こ
こ
に
記
録
し
た
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
こ
れ
を
証
す
る
材
料
は
今
の
と
こ
ろ
不
明

で
あ
る
。
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四

　
最
後
に
、
義
概
が
家
訓
を
世
子
義
英
に
与
え
た
当
時
の
磐
城
平
藩
の
盾
勢
に
っ

い
て
少
し
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

　
義
概
は
磐
城
平
藩
三
代
目
の
藩
主
で
あ
る
。
父
の
二
代
忠
興
は
、
知
行
制
の
確

立
、
領
内
総
検
地
、
そ
し
て
農
政
の
改
制
な
ど
を
行
い
、
藩
体
制
は
忠
興
治
世
で

確
立
し
た
。
し
か
し
そ
の
末
年
、
寛
文
六
年
一
二
月
の
藩
札
発
行
で
象
徴
さ
れ
る

よ
う
に
、
藩
財
政
困
窮
は
顕
在
化
し
、
藩
政
も
藩
主
専
断
か
ら
家
臣
合
議
制
へ
と

移
行
し
た
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
既
に
拙
稿
「
磐
城
平
藩
確
立
期
の
政
策
」

（
明
治
大
学
内
藤
家
文
書
研
究
会
編
『
譜
代
藩
の
研
究
』
所
収
）
で
詳
述
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
銑

　
寛
文
一
〇
年
＝
一
月
、
二
代
藩
主
忠
興
は
隠
居
し
、
義
概
が
三
代
藩
主
に
就
任

し
た
が
、
義
概
は
既
に
五
二
歳
で
あ
っ
た
。
忠
興
の
藩
政
専
断
と
は
対
象
的
に
、

義
概
は
藩
主
就
任
と
同
時
に
児
小
姓
松
賀
族
之
助
を
組
頭
に
任
命
、
財
政
を
と
り

し
き
る
「
惣
本
〆
」
1
1
金
穀
本
締
と
し
、
藩
政
は
松
賀
氏
の
主
導
と
な
っ
た
。
義

概
の
藩
政
執
行
か
ら
の
遊
離
で
あ
る
。
義
概
は
平
藩
主
と
は
別
に
、
文
人
と
し
て

著
名
で
あ
る
。
早
く
か
ら
和
歌
・
俳
譜
の
道
に
入
り
、
号
を
風
虎
と
し
、
花
沽
と

称
し
、
北
村
季
吟
と
交
わ
り
、
俳
壇
の
有
力
な
保
護
者
で
あ
っ
た
。
後
水
尾
天
皇

の
勅
に
よ
り
「
左
京
大
夫
集
」
八
巻
を
つ
く
り
、
ま
た
和
漢
の
書
の
蒐
集
と
「
順

庫
」
の
蔵
書
印
で
も
知
ら
れ
て
い
る
（
臼
井
信
義
「
延
岡
内
藤
家
と
其
史
料
」

「
駿
台
史
学
」
一
四
号
）
。
忠
興
専
制
に
よ
る
藩
体
制
確
立
の
後
を
う
け
、
好
学
の

心
と
更
に
高
齢
に
よ
る
藩
主
就
任
、
こ
う
し
た
こ
と
が
相
ま
っ
て
義
概
は
藩
政
か

ら
遠
ざ
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
延
宝
二
年
一
〇
月
、
隠
居
忠
興
が
八
三
歳
の
高
齢
で
死
去
し
た
。
忠
興
は
寛
文

末
年
か
ら
老
齢
の
た
め
現
実
に
は
藩
政
に
関
っ
て
い
な
い
が
、
し
か
し
松
賀
氏
の

権
勢
は
こ
れ
を
契
機
に
更
に
進
ん
だ
。
延
宝
四
年
八
月
、
各
部
署
へ
一
勢
に
役
所

定
書
が
布
達
さ
れ
、
財
政
の
根
幹
で
あ
る
「
御
金
元
御
定
之
事
」
で
は
す
べ
て
松

賀
氏
の
指
示
と
そ
の
判
形
に
よ
る
実
施
が
定
め
ら
れ
た
。
義
概
が
家
訓
を
制
定
し

た
の
、
翌
年
の
延
宝
五
年
三
月
の
こ
と
で
あ
る
。

　
義
概
は
家
訓
二
三
条
で
多
く
の
こ
と
世
子
義
央
に
い
っ
て
い
る
。
ま
ず
前
書
で
、

幕
府
へ
の
絶
対
的
な
忠
誠
を
い
い
、
以
下
孝
は
百
行
の
基
で
あ
る
こ
と
、
家
臣
の

忠
節
の
進
め
、
領
主
と
家
臣
と
の
身
分
秩
序
の
明
確
化
、
所
領
は
幕
府
か
ら
の
預

り
地
と
の
考
え
、
そ
し
て
治
政
は
忠
練
に
従
い
、
耳
に
逆
う
忠
言
を
い
う
者
は
真

に
主
君
の
身
を
思
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
利
口
多
言
の
俵
人
は
国
家
を
危
う
く
す

る
と
も
い
っ
て
い
る
。
藩
政
か
ら
後
退
し
た
と
は
い
え
、
義
概
は
一
国
の
藩
主
で

あ
る
。
学
識
の
あ
る
義
概
に
、
松
賀
氏
の
横
専
が
わ
か
ら
な
い
は
ず
は
な
い
し
、

単
な
る
美
辞
麗
句
を
も
っ
て
家
訓
を
制
定
し
た
の
で
な
か
ろ
う
。
現
実
に
進
展
し

て
い
る
藩
政
を
、
一
歩
後
退
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
し
か
も
冷
た
く
直
視
し
、
次
を

担
う
世
子
義
央
へ
全
う
な
治
政
を
託
し
た
の
が
義
概
家
訓
で
あ
ろ
う
。

　
家
訓
制
定
後
、
義
概
治
世
中
の
平
藩
に
大
き
な
騒
動
が
発
生
し
た
。
一
つ
は
、

延
宝
七
年
三
月
の
浅
香
十
郎
左
衛
門
一
件
と
、
も
う
一
つ
は
翌
延
宝
八
年
二
月
の

御
小
姓
騒
動
一
件
と
称
さ
れ
る
騒
動
で
あ
る
。

　
最
初
の
延
宝
七
年
三
月
浅
香
十
郎
左
衛
門
一
件
は
、
義
概
の
跡
目
相
続
を
め
ぐ

っ
て
起
き
た
。
義
概
に
は
三
名
の
男
子
が
あ
り
、
長
子
義
邦
は
寛
文
五
年
に
早
世

し
、
跡
目
は
次
子
義
央
と
決
ま
っ
て
い
た
。
義
央
は
明
暦
元
年
五
月
、
義
概
と
前
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夫
人
（
播
播
国
明
石
藩
七
万
石
松
平
山
城
守
忠
国
娘
）
と
の
間
に
生
ま
れ
た
。
三

子
義
孝
は
、
寛
文
九
年
五
月
、
義
概
後
室
（
三
条
左
大
臣
秀
実
娘
）
と
の
間
に
生

ま
れ
た
が
、
後
室
は
そ
の
三
か
月
後
に
死
去
し
た
。
義
概
跡
目
は
当
然
義
央
が
継

ぐ
立
場
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
延
宝
五
年
に
家
訓
を
義
央
に
与
え
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
二
年
後
の
浅
香
氏
一
件
は
、
ま
ず
義
央
が
家
督
相
続
を
辞
退
し
、
異
母
弟

の
義
孝
に
こ
れ
を
譲
ろ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
起
き
た
。
こ
れ
に
更
に
、
松
賀
氏
が

妾
腹
の
子
内
藤
大
蔵
を
跡
目
に
立
て
、
藩
は
素
乱
の
極
に
達
し
た
。
こ
の
間
、
真

偽
俗
説
何
か
と
入
乱
れ
た
話
し
が
伝
わ
る
。
浅
香
氏
が
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
義

央
付
の
家
臣
で
あ
っ
た
浅
香
氏
が
義
央
相
続
の
正
統
性
を
義
央
へ
忠
言
し
た
こ
と

か
ら
で
あ
る
が
、
最
終
的
に
は
義
央
退
身
呪
咀
と
の
理
由
で
牢
舎
と
な
り
、
翌
八

年
三
月
牢
死
し
た
。
内
藤
家
文
書
「
下
野
守
様
御
隠
退
一
件
」
に
よ
る
と
、
要
す

る
に
相
続
を
め
ぐ
り
、
義
概
・
義
央
の
不
和
が
生
じ
、
こ
れ
に
松
賀
氏
が
加
わ
り

三
者
鼎
立
と
い
う
状
態
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
松
賀
氏
の
権
勢
は
こ
こ
ま
で
き

た
と
い
え
る
。

　
浅
香
氏
一
件
は
右
の
よ
う
に
藩
主
相
続
問
題
で
あ
る
が
、
最
後
は
天
和
二
年
二

月
、
義
央
異
母
弟
の
義
孝
の
家
督
相
続
が
決
定
し
た
。
義
央
は
引
退
し
て
俳
講
の

道
に
入
っ
た
。
露
沽
と
号
し
、
西
山
宗
因
や
北
村
季
吟
、
そ
し
て
松
尾
芭
蕉
等
と

交
わ
り
、
当
時
の
俳
壇
で
著
名
な
人
物
と
な
っ
た
。
享
保
一
八
年
九
月
、
磐
城
平

で
七
九
歳
を
も
っ
て
死
去
し
た
。

　
右
の
家
督
相
続
一
件
に
続
き
、
翌
延
宝
八
年
二
月
に
は
”
御
小
姓
騒
動
”
と
称

さ
れ
る
嚢
件
が
起
き
た
。
詳
細
は
全
く
省
略
す
る
が
、
要
す
る
に
小
姓
の
上
司
殺

害
と
集
団
脱
藩
事
件
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
松
賀
氏
と
小
姓
頭
の
結
託
に
対
す
る
反

松
賀
行
動
の
一
つ
で
あ
る
（
『
い
わ
き
市
史
』
第
二
巻
近
世
）
。

　
こ
の
よ
う
に
、
義
概
治
世
中
の
磐
城
平
藩
は
騒
動
が
続
い
た
。
前
代
の
忠
興
治

世
に
よ
る
藩
制
の
顕
著
な
進
展
の
反
動
の
如
く
、
義
概
治
世
は
隆
盛
か
ら
後
退
へ

一
気
に
逆
転
し
た
感
が
あ
る
。
こ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
延
宝
五
年
三
月
、
義
概

は
義
央
へ
家
訓
二
三
条
を
与
え
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
二
年
後
の
延
宝
七
年
に
義

概
と
義
央
、
そ
し
て
家
臣
た
る
松
賀
氏
と
の
間
に
家
督
相
続
問
題
が
起
き
た
の
で

あ
る
。
家
訓
を
書
い
た
義
概
、
そ
れ
を
請
た
義
央
、
こ
の
両
者
に
と
っ
て
家
訓
は

脳
裏
に
焼
付
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
事
者
の
間
が

家
訓
と
は
全
く
反
対
方
向
に
現
実
が
進
展
し
た
こ
と
は
、
単
に
歴
史
の
皮
肉
で
あ

る
な
ど
と
の
言
葉
で
は
い
い
つ
く
せ
な
い
も
の
が
あ
る
。

資
料

　
義
概
自
筆
の
ω
「
義
概
家
訓
」
の
読
み
は
む
ず
か
し
い
が
、
「
藩
史
材
料
稿
本
」

六
所
収
家
訓
等
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
か
つ
て
の
直
接
の
関
係
者
が
ど
う
理
解
し

た
か
、
こ
の
へ
ん
を
念
頭
に
入
れ
な
が
ら
以
下
に
ω
「
義
概
家
訓
」
を
ま
と
め
た
。
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家
訓

　
奉
レ
封
昌

大
君
朝
↓
自
‘
先
祖
一
柳
無
二
不
忠
ハ
稀
汝

　
義
英
、
常
思
二
此
意
↓
銘
レ
心
刻
レ
骨
、
假

　
令
及
二
世
変
↓
莫
†
懐
二
別
心
一
而
辱
中
家

　
名
い
弥
可
レ
抽
‘
丹
忠
一
条
と

一
身
老
父
母
之
遺
膿
、
孝
者
百
行

　
之
本
故
、
逆
レ
親
輩
於
二
人
倫
一
遠
夷
、
宜
・

　
以
レ
順
レ
親
為
噌
り
専
＝
兄
弟
連
氣
同
胞
、

　
耳
「
恭
レ
兄
愛
ρ
弟
事

一
家
頼
加
二
慈
愛
一
可
‘
召
仕
ワ
之
、
経
云
、
罪

　
疑
則
軽
、
死
罪
之
疑
者
必
止
二
斬

　
罪
一
令
‘
追
放
↓
自
レ
其
軽
科
者
令
二
閉

　
門
↓
或
以
レ
詞
責
レ
之
可
也
、
捻
而
大
小

　
臣
僕
、
真
實
忠
節
之
思
入
有
レ
之

　
様
相
待
可
レ
然
事

㈹

一
清
平
之
　
　
御
代
、
蔭
襲
家
之
奉

公
者
、
参
勤
之
期
、
及
朔
望
、
季
八
、
佳

節
之
朝
禮
耳
、
右
非
二
大
病
大
故
↓

則
莫
二
怠
惰
↓
不
レ
可
レ
及
二
延
引
一
事

ω

一
入
レ
漆
器
黒
、
入
財
丹
器
赤
、
人
之
善

　
悪
在
二
交
友
↓
不
レ
可
レ
馴
刷
近
耽
‘
遊
楽
一
勧
昌

　
酒
色
一
之
人
卸
可
レ
相
ゴ
接
正
直
篤
實
之

　
人
↓
家
臣
之
親
疎
亦
可
レ
為
二
同

　
前
一
事

⑤

一
居
城
者
其
國
其
堺
目
、
為
二
要
害
一

　
所
レ
被
「
噸
預
下
｝
也
、
全
非
島
私
之
屋
室
↓

　
然
者
、
切
不
レ
成
二
別
駆
山
庄
之
錺
↓

　
城
郭
無
二
破
壊
↓
常
≧
堅
固
可
二
相

　
守
一
事

㈲

一
古
賢
訓
子
枯
、
以
二
勤
謹
二
字
一
為
‘

　
専
要
↓
夙
興
夜
條
、
可
丁
働
二
弓
馬
学

　
文
ハ
且
研
劇
新
家
政
ハ
或
儲
レ
客
或
成
レ

　
賓
、
当
計
ゴ
考
従
者
之
心
↓
極
為
二
長
坐
↓
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不
レ
可
レ
到
人
定
鐘
、
但
祝
賀
燕
會
之

時
可
レ
為
二
人
並
↓
接
レ
人
之
法
可
下
磐
勲

莫
被
レ
慢
、
温
和
莫
申
放
堵
上
事

ω

一
牝
鶏
之
侵
家
之
禍
也
、
外
事
不
レ

　
可
レ
告
二
婦
人
↓
莫
下
因
二
内
縁
一
而
賞
－

　
器
諸
士
い
家
老
面
ζ
亦
可
γ
心
二
得
此

　
旨
一
事

⑧

一
昔
良
臣
詞
云
、
木
従
レ
縄
則
正
、
后

　
従
レ
練
則
聖
、
須
レ
従
二
忠
練
↓
敢
莫
下
引
二

　
不
好
者
之
例
ハ
取
二
無
レ
道
者
之
喩
↓
拒
中
塞

　
練
争
之
路
ハ
進
二
逆
〆
耳
之
善
戸
人
、
真

　
謀
二
主
君
之
身
↓
錐
レ
非
三
氣
合
、
強
而

　
可
三
親
近
↓
順
レ
旨
諸
訣
僑
、
専
志
吃

　
己
栄
利
↓
雛
レ
為
二
氣
合
↓
強
而
可
二
疎

　
遠
↓
是
自
レ
古
治
法
第
一
事

ω

一
恩
賞
刑
罰
、
兼
二
士
之
進
退
用
捨
ハ

　
政
之
大
膿
也
、
家
老
用
人
脚
之
外
、
絶
而

⑩

不
レ
可
二
關
知
↓
若
有
下
非
二
其
職
一
而
妄

言
者
ハ
必
可
レ
為
二
追
放
↓
又
以
二
人
之

愛
憎
↓
不
レ
可
レ
柾
レ
法
事

郡
政
之
義
、
作
二
別
紙
ケ
条
↓
家
老

用
人
江
申
渡
之
間
、
其
方
不
レ
可
二
漫

変
乱
↓
若
於
レ
有
レ
可
二
改
替
↓
右
之
役

人
寄
合
可
二
愈
議
ハ
凡
倉
議
不
レ
残
二

心
底
↓
難
二
甚
論
謬
↓
皆
是
主
之
為
也
、

莫
三
毛
頭
挾
二
意
趣
ハ
不
レ
可
レ
立
二
一
人
之
了

簡
一
事

⑪

一
家
老
用
人
之
面
ヒ
、
可
レ
蓋
二
心
政
法
↓
下
之

　
評
議
相
済
之
後
、
様
子
委
細
告
二
主

　
人
↓
可
レ
承
二
其
下
知
↓
主
之
意
善
則
従
レ

　
是
、
不
善
則
千
回
萬
返
、
可
二
告
正
↓
不
レ

　
可
レ
憧
二
主
之
怒
↓
不
レ
助
二
非
道
一
事

q②

一
以
二
文
武
之
道
↓
能
教
二
家
之
子
↓
撰
ゴ
挙

　
其
才
↓
依
二
他
人
之
口
入
↓
不
レ
可
三
召
ゴ
置
無
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用
之
侶
一
事

⑬

一
領
内
漸
≧
致
二
貯
米
↓
可
レ
救
二
水
旱

　
之
災
ハ
其
他
可
レ
儲
昌
軍
用
之
蔵
金
ハ

　
是
亦
治
レ
國
忠
〆
上
之
先
務
也
、
可
レ
禁
二

　
無
益
之
費
一
事

αの

一
江
戸
上
屋
鋪
者
、

東
照
宮
關
東
御
草
創
之
節
、
先
主

　
家
長
直
所
レ
令
二
拝
領
一
之
地
也
、
其
上

故
将
軍
家
入
御
及
‘
四
度
↓
最
所
レ
為
二
光

　
栄
一
也
、
關
東
御
繁
昌
之
間
者
、
必
不
レ
可
二

　
移
替
一
事

09

一
船
遊
者
、
非
重
貝
介
公
子
之
誘
引
乎
、

　
一
門
尊
宿
之
列
坐
乎
↓
為
二
自
身
一
卯

　
海
川
道
遙
堅
無
用
之
事

㈹

一
愚
昧
賎
役
之
小
人
、
利
口
多
言
之
倭
人
、

　
必
為
レ
好
二
人
之
障
一
古
今
危
二
國
家
「
者
也
、

宜
レ
遠
レ
之
、
凡
居
昌
士
之
上
一
者
、
非
レ
知
レ
人
萬
事

壊
崩
也
、
大
抵
孝
弟
者
、
本
立
故
必
忠
レ

上
、
須
‘
賞
美
召
使
嚇
在
レ
家
不
順
者
、
雛
レ
阿
二

権
勢
一
而
一
且
以
レ
善
、
終
必
不
忠
、
須
‘
懲

戒
一
事

αの

一
世
禄
七
萬
余
石
、
嫡
と
可
‘
相
守
↓
莫
レ
減
‘

　
一
所
一
粒
↓
某
蹄
老
之
節
、
新
田
其
外

　
有
鯨
之
田
畠
、
不
レ
残
可
レ
暉
‘
其
方
ハ
豊

　
有
‘
相
違
↓
汝
譲
‘
嫡
子
一
之
時
、
亦
宜
レ
如
レ

　
斯
、
若
有
二
庶
子
↓
別
得
二
官
仕
一
幸
也
、
否

　
乃
可
レ
致
‘
下
臣
ハ
萬
一
無
‘
實
子
↓
可
レ
養
‘

　
同
姓
之
子
ハ
不
レ
可
三
錐
レ
近
然
立
二
他
姓
一
事

㈹

一
國
家
以
二
民
人
一
為
二
至
寳
一
云
、
當
下
撰
二
進
－

　
善
良
一
而
安
占
民
也
、
井
某
家
持
傳
財

　
實
別
冊
目
録
一
附
コ
與
之
一
条
、
非
二
而
人

　
民
↓
勿
二
明
失
フ
之
、
子
ヒ
孫
ヒ
家
豚
相
続

　
之
謹
可
二
傳
受
ハ
総
而
人
之
珍
器
重
寳
、

　
莫
レ
乞
二
求
之
ハ
但
薬
法
草
木
之
類
各
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別
之
事

㈲

一
婚
姻
之
媒
、
口
論
之
扱
停
コ
止
之
↓
若
有
二

　
不
レ
得
レ
已
之
義
↓
制
外
之
事

⑳

酒
錐
二
挾
治
合
レ
歓
物
ハ
然
大
酒
放
逸
、

古
今
衰
レ
家
滅
レ
身
之
根
抵
也
、
是
－
以
長

酒
堅
禁
制
之
事

⑳

一
偲
偏
猿
楽
一
切
乱
舞
之
者
、
酒
宴

　
遊
興
之
梯
也
、
且
和
漢
共
為
三
賎
コ

　
役
之
↓
不
‘
與
レ
士
相
列
坐
↓
則
不
レ
可
二
睦

　
近
押
語
一
事

一
妓
女
頑
童
之
戯
、
士
之
レ
有
志
者
、
猶

深
戒
レ
之
、
矧
大
将
乎
、
堅
可
二
禁
止
一
事

㈱

一
縦
難
レ
為
5
立
身
↓
不
義
無
禮
僧
上

　
之
働
、
其
方
勿
論
、
子
孫
迄
訓
傳
可
二

　
禁
断
一
事

　
右
二
十
二
條
、
敬
可
二
相
守
↓
始
終

　
惟
一
誓
二
言
　
　
神
祇
、
明
鑑
一
莫
二

　
背
違
↓
自
レ
昔
以
レ
不
改
三
父
之
政

　
與
二
父
之
臣
一
為
二
孝
子
↓
是
乃
孝

　
行
忠
節
之
道
也
、
就
レ
中
嗜
二
文

　
武
一
肝
要
也
、
莫
二
慢
レ
聖
顯
ジ
武
、

　
尊
二
経
書
↓
乃
其
教
皆
家
訓
也
、

　
勿
レ
為
二
雑
學
↓
志
二
義
勇
　
乃
其
働
皆

　
忠
順
也
、
勿
レ
為
二
暴
虐
↓
家
老
用
人

　
近
習
之
者
、
亦
右
之
旨
相
心
得
、
正
レ
己

　
守
レ
道
、
有
二
子
孫
戻
二
此
訓
↓
可
二
委
レ

　
身
練
争
ハ
若
於
レ
不
レ
然
者
、
貧
レ
禄

　
媚
レ
時
而
陥
二
主
不
義
一
也
、
雛
二
幸
冤
↓

　
然
可
レ
為
‘
封
レ
某
不
忠
之
罪
人
一
者
也

　
　
　
　
磐
城
太
守
藤
義
概

延
費
五
年
三
月
吉
旦
　
圃
㊥

内
藤
下
野
守
殿
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